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４．二酸化炭素炭層固定化技術の経済性検討について

（株）環境総合テクノス CO2 炭層固定化プロジェクト室

マネジャー 松見 哲幸

１．はじめに

二酸化炭素炭層固定化に関する経済性検討については、二酸化炭素（以下 CO2という）

の分離回収から、輸送、圧入およびメタン（以下 CH4という）回収と、回収 CH4の有効利

用に至る一連のシステム（以下トータルシステムという）のコスト評価と、事業化時の

社会受容性などについて検討を行った。

２．トータルシステムのコスト評価について

トータルシステムのコスト評価については、CO2発生源施設別に事業化を想定したケー

スを設定して検討を行った。

2.1 検討ケースの設定

検討ケースの設定に当っては、地球温暖化対策としての大規模発生源だけでなく、

CO2炭層固定化事業の対象とするトータルシステムにおいて、経済性の観点から圧入工

程を除きコスト因子として大きいと想定される、CO2分離回収または輸送の一工程が不

要となる事業も想定して設定した。

（１）オンサイト型小型分散電源の排ガス

大規模発生源ではないが現在多く設置されている CO2 発生源施設で、高コストと

なる輸送工程が殆どないケースとして設定した。

（２）大規模火力発電所の排ガス

大規模発生源の代表例として選定し、CO2発生源施設については新設石炭焚ボイラ

の排ガスを対象とした。

（３）石油精製所の副生ガス

経済性が見込めるケースとして、高コストの CO2 分離回収設備が不要と考えられ

る石油精製所副生ガスを選定した。（石油精製所水素製造装置の副生ガスは、CO2

濃度が高いため、CO2分離回収設備が不要となる）

2.2 事業規模コストによる評価

地球温暖化対策として大規模発生源が優先されるが、炭層固定については、固定対

象となる炭田の場所や埋蔵量に対応した事業も可能となることから、事業規模におけ

る評価を行うため、設定ケースについて試算し評価を行った。

（１）トータルシステムの設計

①事業化規模

オンサイト型小型分散電源排ガスケースについては、電源設備であるガスエンジ

ンの規模から 6,000t-CO2/年を、石油精製所の副生ガスケースについては副生ガス
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設備の平均的な設備容量の 1/2 量を固定対象として 10,000 t-CO2/年を、大規模火

力発電所の排ガスケースについてはコスト比較として石油精製所の副生ガスと同

量の 10,000 t-CO2/年で設計した。

②二酸化炭素圧入・メタン生産量

実施している CO2 圧入予備実験サイトの炭層特性を基に、本技術開発で構築した

シミュレーションモデル（以下石狩モデルという）を用いて求めた。CO2圧入量 20t/

日・孔井における CH4生産量は 8,400Nm3/日・孔井である。

③トータルシステムの設計

a. 二酸化炭素分離回収設備

現状における最適技術として化学吸収法を採用し設計した。

b. 輸 送

輸送工程については、まず輸送距離を 100km に設定し、対応する輸送方法とし

て、パイプライン、タンカー、タンクローリーおよびこれらの組合せが考えられ

るが、100,000ｔ/年レベルの規模ではタンクローリー輸送が経済的であると考え、

CO2発生源施設サイトで液化して輸送することとした。ただしオンサイト型小型分

散電源ケースについては、固定サイト近傍の CO2 発生源施設を想定しており輸送

はほとんどない。

c. 孔井、二酸化炭素圧入・メタン回収設備

オンサイト型小型分散電源排ガスケースについては、小規模であり図１に示す

圧入井と生産井の２孔井配置で可能であるが、他の２ケースについては事業規模

から、図２に示す圧入井２本と生産井３本のサンドイッチ配置を１基とする設備

で、合計６基となり総孔井数は 30 本となる。なお関係する費用としては、孔井

掘削に関する地質調査、孔井掘削、孔井試験を、設備としては圧入設備、CH4回収

設備と貯槽等である。また圧入・生産条件は CO2圧入・CH4生産に関するシミュレ

ーションと同じ条件である。圧入・生産設備のイメージを図１、２に示す。

図１ オンサイト型 図２ 石油精製所の副生ガスケースおよび

小型分散電源排ガスケース 大規模火力発電所の排ガスケース
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d.モニタリング

炭層固定に関するモニタリングについては、圧入した CO2 挙動の把握と、環境

影響を評価するモニタリングがあり、そのモニタリング手法、範囲、期間等につ

いては検討中で、今回は圧入 CO2の挙動を把握するモニタリングを主に設計した。

（２）試算条件

コスト試算は、工程別に設備費、設備保守費、運転費について積算し算出した。

なお評価期間は火力発電所設備の耐用年数を参考に 15 年とし、CH4売却については

輸送等の必要設備は売却先負担として、売却単価は LNG 通関単価を採用して試算を

行った。

（３）試算結果と評価

小規模のオンサイト型小型分散電源排ガスケースは相当な高コストで、事業規模

が 100,000t-CO2/年の他２ケースについても、高コストであることがわかった。

2.3 大規模事業のコスト評価

前項で規模の小さい事業は高コストであり、事業規模としては難しいと考えられる

ことから事業規模を大きくして、コスト評価を行った。

（１）事業規模の設定

炭層固定化規模については、炭田の場所、石炭埋蔵量、立地条件等で決定される。

今回の設定は我国炭田の条件から考えられる最大規模で、また地中貯留技術として

技術開発が進められている地中貯留技術研究開発１～４）（以下帯水層貯留という）の

コスト評価規模も参考に、1,000,000ｔ-CO2/年を設定した。該当するケースは大規

模火力発電所ケースで、オンサイト型小型分散電源排ガスケース、石油精製所の副

生ガスケースの２ケースについては、当該規模の CO2 発生源施設はなく対象外とな

る。

（２）大規模火力発電所の排ガスケースの概要

新設石炭焚き大規模火力発電所で発生する排ガス中の CO2 の一部を分離回収して

固定するトータルシステムである。分離回収した CO2を 20km 先の固定サイトまでパ

イプラインで輸送して、CO2を炭層へ固定化し、回収した CH4は 20km 先のガス会社

へ輸送し売却することとした。そのイメージを図３に示す。

図３ 大規模火力発電所の排ガスケースのイメージ図
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（３）トータルシステムの設計

①CO2分離回収

CO2分離回収装置は現状における最適技術として化学吸収法を採用して設計した。

②輸 送

a. CO2の輸送

輸送量が多くタンクローリー輸送では台数が多く非現実的な方法であり、パイ

プライン輸送となる。輸送は分離回収サイトで７MPa 以上に昇圧し、埋設 16 イン

チパイプラインで 20km 先の固定サイトへ輸送する設計とした。

b. 回収 CH4の輸送

現状では CH4 輸送の専用タンクローリー車はなく、パイプライン輸送となる。

輸送は回収サイトで７MPa に昇圧し、埋設 7.5 インチパイプラインで 20km のガス

会社の売却地まで輸送する設計とした。

③CO2圧入・固定・CH4回収

ａ．基本孔井配置の検討

孔井配置については CO2圧入予備実験の状況から、孔井当りの CO2圧入量は 10t/

日程度となることから、非常に多くの孔井数が必要となる。この多数となる孔井の

効率的な配置を検討した。図４に示す５点スポット（１生産井、４圧入井）をベー

スとし、圧入井４本と生産井９本（圧入井４本分を対象に回収する生産井 1 本、２

本分を対象に回収する生産井４本、1 本分を対象に回収する生産井４本）の計 13 本

を基本孔井配置とした。

図４ 基本孔井配置

ｂ．生産量のシミュレーション

基本孔井配置における CH4生産量を、CO2圧入予備実験のデータをベースに石狩

モデルを用いて求めた。CO2 圧入予備実験の状況から、主な炭層条件は炭層厚さ
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10ｍ、浸透率１md、スキンファクター－３、孔井間隔は 190ｍ（圧入井―生産井）、

圧入条件は孔底圧力 15.5MPa、生産井圧力 0.5MPa、終了 CO2 濃度 10％とし、CO2

圧入量：10 t/日・孔井における 15 年間操業時の CH4生産量についてシミュレーシ

ョンを行った。その結果は表１の通りである。なお CO2圧入量 10 t/日・孔井は、

CO2 圧入予備実験における圧入量の状況と、水圧破砕を事業化の条件とし 10t/日

を設定した。

表１ CH4生産量

CO2圧入量：10 t/日・孔井（4 本：40 t/日）

CH4生産量

P1 孔井
（圧入井 4 本分を対象）

P2 孔井
（圧入井２本分を対象）

P3 孔井
（圧入井１本分を対象）

１孔井当りの

生産量
3,000 Nm3/日・孔井 1,800 Nm3/日・孔井 1,200 Nm3/日・孔井

生産井本数 1 本 4 本 4 本

合計生産量 3,000 Nm3/日 7,200 Nm3/日 4,800 Nm3/日

ｃ．100 万トン規模における孔井配置と圧入・生産設備

基本孔井配置をベースに効率的な孔井配置を設計した。P1 孔井がより多くなる

孔井配置を検討した結果、５点配置４セットを１ユニットとする配置が効率的な

配置であり、1,000,000t-CO2/年では 18 ユニットとなる。18 ユニットにおける孔

井数は圧入井 280 本、生産井 311 本（圧入井４本分を対象に回収する生産井 245

本、２本分を対象に回収する生産井 64 本他）で合計 591 本となった。圧入設備

は 1 ユニット単位の設備とし、CH4の昇圧・輸送設備については、６ユニット単位

の設備で設計した。そのイメージを図５に示す。

図５ 孔井と圧入・生産設備の配置
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（４）コスト算出条件

①算出コスト

算出コストついては CO2回収・貯留（以下 CCS という）コストとして、気候変動

に関する政府間パネル（以下 IPCC という）の特別報告書で報告され、広く使用さ

れているアボイディッドコストを算出する。なおアボイディッドコストの算出につ

いては帯水層貯留１～４）を参考に行った。

ａ．アボイディッドコストについて

ICPP 特別報告書５）において定義されている。アボイディッドコストとは、CCS

に必要なエネルギー消費によって発生する CO2 量を、固定量から控除した単位コ

ストである。CO2回収量と CO2実質削減量の関係を図６に示す。

図６ CO2回収量と CO2実質削減量
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蔵、再ガス化等のコストが上積みされることから、今回はより適した単価として、
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39 円/Nm3から±10 円の下限となる 29 円/Nm3を設定した。

CCSなしプラント
（reference)

CCS付きプラント
(capture )

発生CO2量

ＣＯ２回収量

ＣＯ２実質削減量

排出量

回収量

CCSなしプラント
（reference)

CCS付きプラント
(capture )

発生CO2量

ＣＯ２回収量

ＣＯ２実質削減量

排出量

回収量

排出量

回収量



7

図７ 国産天然ガス販売価格の推移

（５）算出コストと評価
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CH4 売却単価 33～41 円/Nm3 におけるトータルコストは 1,400～4,500 円/t-CO2

で、また想定下限単価 29 円/Nm3におけるトータルコストは 6,500 円/t-CO2で、そ
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定・CH4生産、CO2分離回収、CH4売却、CO2輸送の順で、特に CO2圧入・固定・CH4

生産工程については、孔井数が多いため固定コストの約 60%を占めている。事業

化に向けたコスト削減については、CO2圧入予備実験において課題となった CO2の

注入性向上が、孔井数の減少につながるもので、コスト削減においても大きな因

子となっている。今後、エネルギー情勢により CH4売却単価が高騰した場合には、

さらに期待が高まる CCS 技術である。
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３．事業化検討

事業化検討については、CO2炭層固定化事業の実施に必要な要件について、事業化スケ

ジュールに対応した整理を行い、社会受容性等について検討を行った。

3.1 二酸化炭素炭層固定化事業

CO2炭層固定化事業については、これまでに経験のない事業分野で、広範な学際的分

野について専門性の高い技術を必要とすること、事業費が相当大きいこと、そして極

めて公益性が高いことが特徴で広範囲な事業となると考えられる。また環境影響評価

については、CO2固定終了後も含めた相当長期に渡るモニタリングによる評価が要求さ

れると考えられる。このような条件から、また経済的なインセンティブが伴わない温

暖化対策であることから、事業主体としては政府が出資する特殊会社、立法措置によ

る特殊法人、財団法人が考えられるが、近年の民営化推進から民間会社が想定される。

ただし事業化に当っては極めて公共性が高いこと、相当高い事業費が予想されること

とから、支援金の導入、経済的インセンティブ等の支援が必要と考えられる事業であ

る。

3.2 事業化スケジュール

CO2炭層固定化事業の期間について他事業と比較すると、事業終了以降の監視が必要

と考えられることが特徴である。したがって事業化スケジュールについては、事業化

準備・決定から固定開始までの操業準備期間、固定開始から固定終了・サイト閉鎖ま

での操業期間、サイト閉鎖以降の監視期間に区分して想定できる。設立された事業主

体は速やかに固定サイトの選定を行い、地元説明等により自治体、住民の合意を得た

うえで現地の調査、環境影響評価を実施し、事業の届出（許認可申請）行い、施設の

建設、操業開始、圧入終了、施設を撤去して圧入サイトを閉鎖する。閉鎖後は一定期

間のモニタリングによる環境影響評価を行い、事業の廃止届となる。事業化から事業

廃止に至る時系列上における主要な実施事項を図８に示す。

図８ 事業化スケジュールと実施事項
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3.3 社会受容性について

（１）トータルシステムの安全性と環境影響

社会受容性を検討する上で重要な事項は、安全性と環境影響および地元貢献であ

る。今回は地元貢献を除く安全性と環境影響に対する社会受容性について検討を行

った。トータルシステムの安全性と環境影響に関する装置、設備は表３のとおりで、

化学プラントとして CO2の分離回収装置が、高圧ガス設備として CO2・CH4の輸送に

係る昇圧、パイプライン設備と CO2圧入設備がある。

表３ トータルシステムの装置、設備

CO2分離回収 CO2輸送 CO2圧入・CH4回収 CH4輸送

CO2分離回収装置

（化学吸収法）

昇圧設備

パイプライン

孔井

CO2圧入設備

CH4貯槽

昇圧設備

パイプライン

これらの装置、設備の操業による安全性、環境影響について考慮すべき事象とし

て表４に記載する事象が考えられる。

表４ 安全性および環境影響評価において考慮すべき現象例

安全性、環境影響上考慮すべき事象
工程、施設

操業に起因する現象 CO2圧入に起因する現象

CO2分離回収 火災、爆発、吸収液の漏洩 なし

CO2昇圧、輸送
爆発、

パイプライン設備からのCO2漏洩
なし

CO2圧入 爆発、孔井からのCO2漏洩、

CH4回収 火災、爆発、CH4漏洩

地層からのCO2漏洩

水理､地下水の化学変化

CH4昇圧、輸送
火災、爆発、

パイプライン設備からのCH4漏洩
なし

これらの事象のうち、操業に起因する現象については、設備、機器の欠陥、破損、

誤作動・誤操作等によって生じ、急速に進展する現象であるが、これらについては、

既存の技術が適用される施設、設備であることから、高圧ガス保安法、鉱山保安法、

労働安全衛生法、あるいはガス事業法等の関連規則、政令に従って建設、運転する

ことにより防ぐことができると考えられ、新たな課題は存在しないと考えられる。

CO2圧入に起因する現象として圧入 CO2の漏洩と地層等への影響が考えられるが、CO2

の地中貯留に対する安全性、および環境への影響については評価対象とする現象、

評価手法については現在検討の段階である｡海外においては国際エネルギー機関

（IEA）でリスク評価研究６）が実施されており、我が国でも帯水層貯留において検

討されている。

（２）合意形成について

合意形成については、地球温暖化対策としての国民的な合意形成と、個別の事業

を対象とした立地サイトにおける合意形成を段階的に進める必要がある。国民的な

合意形成については、科学的な調査・研究結果を基にした技術評価に基づく、制度、

政策を含む総合的な合意形成が必要となる。個別の事業を対象とした立地サイトの
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合意形成については、国民的な合意をベースに事業の準備段階からサイト選定、施

設建設などの段階ごとに操業以降まで地域住民の理解を得ることが必要であり、そ

の合意形成の有効な手法については、各方面における検討と、各種事業における手

法が参考となる。当該事業の合意形成に当っては利害が対立する団体、個人が多数

多様であることから、円滑に事業化を推進する上では、関係者間の合意形成がきわ

めて重要な条件となる。このためには、実施者側として事業推進上の経営面、環境

面での課題をリスクとして認識し、意識的、科学的な管理を行おうとするリスクマ

ネージメントの考え方、ならびに利害関係者間でのリスク情報を共有し、共通の理

解を得るための概念であるリスクコミュニケーションの考え方を取り入れ、その中

で住民（国民的合意であれば広範囲に公衆）参加型の意思決定を意味するパブリッ

クインボルブメント（Public Involvement）で適用される手法を採用することが重

要である。これらの手法の実施に当っては、これまでの各種事業における事例が参

考となる。

４．まとめ

CO2炭層固定化事業の経済性検討として、トータルシステムのコスト評価と事業化時の

社会受容性などについて検討を行った。コスト評価においては、同規模の帯水層貯留に

比べ、当技術は回収 CH4 の売却収入があることから優位な経済性であった。しかしなが

ら、600 本におよぶ孔井掘削に費用が必要であり、コスト削減策となる CO2の注入性向上

については技術、経済性の大きな課題である。また事業化時の社会受容性については、

当技術が既存技術の適用が可能で、既存の法規制、基準に対応した計画と操業により大

きな課題はないと考えられるが、地球温暖化対策としての国民的な合意形成をベースに、

また地元の合意形成については、リスクコミュニケーションなどの手法と、他事業の実

績から計画段階から継続的な情報公開が重要な位置付けとなっている。

以 上
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